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議第90号から議第106号まで

指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係）

　指定管理者を次のように指定する。

令和２年９月23日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

議案番号 公の施設の名称 指　定　管　理　者 指 定 期 間

90 京都市紫野児童館

京都市下京区西木屋町通上ノ口

上る梅湊町83番地の１

　　 社会福祉法人京都市社会福

祉協議会

令和３年４月１

日から令和８年

３月31日まで

91
京都市じゅらく児

童館
同　　　　　　　上

令和３年４月１

日から令和４年

３月31日まで

92 京都市壬生児童館

京都市南区東九条東山王町27番

地

　　 公益社団法人京都市児童館

学童連盟

令和３年４月１

日から令和８年

３月31日まで

93
京都市朱雀第三児

童館

京都市北区大将軍坂田町８番地

の１

　　 社会福祉法人京都保育セン

ター

同　　　上

94 京都市御前児童館

京都市中京区壬生東淵田町29番

地

　　 一般社団法人京都御前福祉

会

同　　　上
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95 京都市清水児童館

京都市下京区西木屋町通上ノ口

上る梅湊町83番地の１

　　 社会福祉法人京都市社会福

祉協議会

同　　　上

96
京都市今熊野児童

館

京都市南区東九条東山王町27番

地

　　 公益社団法人京都市児童館

学童連盟

同　　　上

97
京都市四ノ宮児童

館
同　　　　　　　上 同　　　上

98 京都市洛陽児童館

京都市下京区西木屋町通上ノ口

上る梅湊町83番地の１

　　 社会福祉法人京都市社会福

祉協議会

同　　　上

99
京都市常磐野児童

館

京都市右京区山ノ内宮脇町９番

地の２

　　社会福祉法人宏量福祉会

同　　　上

100
京都市西京極児童

館

京都市北区大将軍坂田町８番地

の１

　　 社会福祉法人京都保育セン

ター

同　　　上

101 京都市御室児童館 同　　　　　　　上 同　　　上

102 京都市桂川児童館

京都市下京区西木屋町通上ノ口

上る梅湊町83番地の１

　　 社会福祉法人京都市社会福

祉協議会

同　　　上

103 京都市南浜児童館

京都市南区東九条東山王町27番

地

　　 公益社団法人京都市児童館

学童連盟

同　　　上
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104
京都市醍醐中央児

童館

京都市下京区西木屋町通上ノ口

上る梅湊町83番地の１

　　 社会福祉法人京都市社会福

祉協議会

同　　　上

105 京都市辰巳児童館 同　　　　　　　上 同　　　上

106
京都市横大路児童

館

京都市南区東九条東山王町27番

地

　　 公益社団法人京都市児童館

学童連盟

同　　　上

提案理由

　京都市紫野児童館ほか16館の管理を行わせるため，指定管理者を指定する

必要があるので提案する。


